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意   見   書 

 

 

令和７年４月１日付け７半健康第４号並びに７常こ健第 21 号で通知のあり

ました地方独立行政法人知多半島総合医療機構の役員に対する報酬等の支給

の基準について、地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号、以下「法」と

いう。）第 49条第２項の規定による地方独立行政法人知多半島総合医療機構評

価委員会（以下「評価委員会」という。）の意見は下記のとおりです。 

 

記 

 

地方独立行政法人知多半島総合医療機構役員報酬規程により定められた役

員に対する報酬等の支給の基準について、評価委員会として意見はない。 

 

以上   


